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株式会社 GA technologies 

  



 

2022年 2月 8日 

 

株式交換に関する事前開示書面 

 
東京都港区六本木三丁目２番１号 

住友不動産六本木グランドタワー40階 

株式会社 GA technologies 

代表取締役樋口龍 

 

当会社は、2022 年 3 月 1 日を効力発生日として、株式会社リコルディを株式交換完全子会社、株式会

社 GA technologiesを株式交換完全親会社とする株式交換（以下「本株式交換」という。）を行うこと

といたしました。 

 本株式交換に関する会社法第 794 条第 1 項及び会社法施行規則第 193 条に定める当会社の事前開示

事項は以下のとおりです。 

記 

1. 株式交換契約の内容（会社法第 794条第 1項） 

 別紙 1のとおり 

 

2. 交換対価の相当性に関する事項（会社法施行規則第 193条第 1号） 

 別紙 2のとおり 

 

3. 株式交換に係る新株予約権の定めの相当性に関する事項（会社法施行規則第 193条第 2号） 

 該当事項はありません。 

 

4. 株式交換完全子会社についての事項 

（１）最終事業年度に係る計算書類等の内容（会社法施行規則第 193条第 3号イ） 

 別紙 3のとおり 

 

（２）最終事業年度の末日後の日を臨時決算日とする臨時計算書類等の内容（会社法施行規則第 193

条第 3号ロ） 

 該当事項はありません。 

 

（３）最終事業年度の末日後に生じた重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況

に重要な影響を与える事象の内容（会社法施行規則第 193条第 3号ハ） 

 該当事項はありません。 

 

5. 株式交換完全親会社において最終事業年度の末日後に生じた重要な財産の処分、重大な債務の負担

その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象の内容（会社法施行規則第 193条第 4号イ） 

 該当事項はありません。 

 

以上 

  



別紙 1 （株式交換契約書） 

次頁以下のとおり 

  



株式交換契約書 
 

株式会社GA technologies（以下「甲」という。）及び株式会社リコルディ（以下「乙」という。）は、

2021年 12月 15日（以下「本契約締結日」という。）付で、以下のとおり合意し、株式交換契約書（以

下「本契約」という。）を締結する。 

 

第１条（株式交換） 

甲及び乙は、本契約の定めるところに従い、甲を株式交換完全親会社、乙を株式交換完全子会社

とする株式交換（以下「本株式交換」という。）を行い、甲は、本株式交換により、乙の発行済

株式（但し、甲が所有する乙の株式を除く。）の全部を取得する。 

 

第２条（株式交換完全親会社及び株式交換完全子会社の商号及び住所） 

甲及び乙の商号及び住所は、以下のとおりである。 

(1) 甲（株式交換完全親会社） 

商号：株式会社 GA technologies 

登記上の本店所在地：東京都港区六本木三丁目 2番 1号住友不動産六本木グランドタワー40

階 

(2) 乙（株式交換完全子会社） 

商号：株式会社リコルディ 

登記上の本店所在地：東京都千代田区神田紺屋町 15番地グランファースト神田紺屋町 2階 

 

第３条（本株式交換に際して交付する株式及びその割当て） 

甲は、本株式交換に際して、2022 年 3 月 1 日における乙の株主（甲を除く。以下本条において同

じ。）に対して、乙株式に変わる金銭等として、以下の算定式により算出される甲の普通株式を

交付する（但し、交付される甲株式数に 100株未満の端数が生じた場合にはその端数に基準時にお

ける甲株式の直近 3ヶ月間の株価の終値の平均株価を乗じた金額を甲乙間で別途締結する株式譲渡

契約に定められた譲渡価額に付加する。）。 

 

交付される甲株式の数＝ 

13億 5000万円／基準時における甲株式の直近 1ヶ月間の株価の終値の平均 

 

上記において、「基準時」とは、2021年 12月 13日午後 3時時点をいい、「終値」とは、東京証券

取引所マザーズ市場における甲の普通株式の終値をいう。 

 

第４条（甲の資本金及び準備金の額） 

本株式交換に際して増加する甲の資本金及び準備金の額は、会社計算規則第 39 条の規定に従い、

甲が別途適当に定める金額とする。 

 



第５条（本効力発生日及び停止条件） 

1. 本株式交換がその効力を生ずる日（以下「本効力発生日」という。）は、2022年 3月 1日とす

る。但し、本株式交換の手続の進行上の必要性その他の事由により必要な場合には、甲及び

乙は協議し合意の上、これを変更することができる。 

 

第６条（株式交換契約の承認株主総会） 

1. 甲は、会社法第 796条第 2項の規定に従い、本契約について株主総会の承認を得ないで本株式

交換を行う。 

2. 乙は、2022年 2月 27日までに株主総会を開催し、本契約の承認を求める。 

 

第７条（剰余金の配当） 

乙は、本契約締結日から本効力発生日までの間、剰余金の配当を行わない。 

 

第８条（会社の管理等） 

甲及び乙は、本契約締結日から本効力発生日までの間、善良なる管理者の注意をもってそれぞれ

の業務執行並びに財産の管理及び運営を行う。乙は、組織再編、株式譲渡、重要な資産の処分、

担保設定、人事権の行使、懲戒、昇給・減給その他財産又は権利義務に重大な影響を及ぼす行為

については、事前に甲に書面で通知の上、その承諾を得た上で行うものとする。 

 

第９条（本契約の変更及び解除等） 

1. 甲及び乙は、本契約締結後から本効力発生日までの間に、天災地変その他の事由により、甲

又は乙の財産状態若しくは経営状態に重大な変動が生じた場合、又は本株式交換の実行に重

大な支障となる事態が生じた場合には、協議し合意の上、本株式交換の条件その他の本契約

の内容を変更し、又は本契約を解除することができる。 

2. 甲及び乙は、本契約締結後から本効力発生日までの間に、相手方が本契約の条項に違反した

場合には、相当の期間を定めて相手方に履行を催告の上、本契約を解除することができる。 

 

第 10条（本契約の効力） 

本契約は、次の各号のいずれかの場合には、その効力を失う。 

(1) 甲において会社法第 796 条第 3項の規定に基づき株主総会の決議が必要になった場合で、本効

力発生日の前日までに本契約の承認が得られなかった場合 

(2) 第 6条第 2項に定める乙の株主総会において、本契約の承認が得られなかった場合 

(3) 第 9条の規定に従い本契約が解除された場合 

(4) 本株式交換について必要な監督官庁の承認が得られなかった場合 

(5) 2022年 12月 31日までの間に本株式交換が実行されない場合 

 



第 11条（準拠法） 

本契約並びに本契約に基づき又はこれに関連して生じる甲及び乙の一切の権利及び義務は、日本

国の法律に準拠し、それに従い解釈される。 

 

第 12条（管轄裁判所） 

本契約並びに本契約に基づき又はこれに関連して生じる甲及び乙の一切の権利及び義務に関する

訴訟は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 

 

第 13条（誠実協議） 

本契約に定めのない事項及び本契約の内容について解釈上の疑義が生じた場合、又は変更の必要

が生じた場合は、甲及び乙は誠意をもって協議の上、必要な措置を決定するものとする。 

 

（以下余白） 

 

  



本契約の成立を証するため、本契約書 2通を作成し、甲乙記名押印の上、各 1通を保有する。 

 

2021年 12月 15日 

 

甲 東京都港区六本木三丁目 2番１号 

       住友不動産六本木グランドタワー40階 

 株式会社 GA technologies 

 代表取締役社長  樋口 龍 

 

乙 東京都千代田区神田紺屋町 15番地 

 グランファースト神田紺屋町 2階 

 株式会社リコルディ 

 代表取締役  福田 俊孝 

 

  



別紙 2 （交換対価の相当性に関する事項） 

 

1. 交換対価の総数又は総額の相当性に関する事項 

 

(1) 本株式交換に係る割当ての内容 

会社名 
株式会社 GA technologies 

（株式交換完全親会社） 

株式会社リコルディ 

（株式交換完全子会社） 

株式交換比率 １ 7124.79 

本株式交換により交付する株式

の総数 普通株式： 961,600株 

（注 1）株式の割当比率 

 株式会社リコルディ普通株式 1株に対し、株式会社 GA technologies普通株式 7124.79株の割合

をもって、株式会社 GA technologiesの普通株式を割当交付します。 

（注 2）本株式交換により交付する株式数 

 株式会社 GA technologiesは、本株式交換に際して、株式会社 GA technologies普通株式

961,600株を新たに発行する予定です。 

（注 3）1株に満たない端数の取扱い 

 本株式交換に伴い、株式会社リコルディの株主の皆様に対して交付する株式会社 GA 

technologiesの普通株式に、1株に満たない端数の割当てがある場合には、会社法第 234条その

他の関連法令の規定に従い、株式会社 GA technologiesが当該端数部分に応じた金額をお支払し

ます。 

 

(2) 本株式交換に係る割当ての内容の算定の考え方 

  交換比率について、公開会社である株式会社 GA technologies の株式価値については、市場価値

が適切な価格であると考え、東京証券取引所マザーズにおける 2021 年 11 月 14 日（同日含む）か

ら同年 12 月 13 日（同日含む）までの取引日における各取引日の当社株価（取引が行われなかった

日を除く当社普通株式１株当たりの終値の平均値、小数点以下切り捨て）を使用して算定を行い、

その算定結果を踏まえ、発行済普通株式一株当たり 1403.55円としております。 

  非上場会社である株式会社リコルディの株式価値については、公平性及び妥当性を確保するため、

独立した第三者機関である株式会社 WARC（以下「WARC」）に算定を依頼し、その算定書に記載

された算定結果のレンジ（1,942 百万円～2,954 百万円）を踏まえ、当事者間で慎重に協議した結果、

株式会社リコルディ株式１株当たり、当社株式を 7124.79株割り当てることと決定いたしました。 

  なお、WARC は、株式会社リコルディの株式価値の算定に際し、将来の事業活動を評価に反映さ

せる、ディスカウンテッド・キャッシュフロー法（以下「DCF 法」）及び類似企業比較法を採用し

て算定を行っております。株式会社 GA technologies の普通株式一株当たりの株価及び交換比率に

ついては、2021年 12月 13日の株式交換比率決定以後に大幅な変動はないものと見込まれますが、

変動がある場合、会社法施行規則第184条第1項第6号の事項として、別紙４にて開示いたします。 

 

2. 交換対価として当該種類の財産を選択した理由 

 完全親会社の資本政策及び完全子会社株主の利益への配慮のため、株式交換契約に定める交換対価

といたしました。 

 

3. 株式交換完全子会社の株主の利益を害さないように留意した事項 

 株式交換完全親会社と株式交換完全子会社は共通支配下関係にありません。 

 

4. 当該株式交換完全親会社の資本金及び準備金の額に関する事項 



 本株式交換による完全親会社の資本金及び準備金の額については、機動的な資本政策と株主資本の

内部留保の均衡を図る目的で、会社計算規則第 39条の規定に基づき、株式交換契約に定めるとお

りといたしました。 

  



別紙 3 （株式交換完全子会社の最終事業年度に係る計算書類等の内容） 

 

次頁以下のとおり 
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